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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月18日(2016.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　精製過酸化水素水溶液を製造する方法であって、前記方法が、
ｉ）少なくとも１種の有機溶媒を、窒素でのストリッピングにより前記有機溶媒を処理す
ることによって精製する工程と、
ｉｉ）工程ｉ）で得られた前記有機溶媒を用いて、粗過酸化水素水溶液に洗浄操作を施し
、それによって、精製過酸化水素水溶液が得られる工程と
を含む方法。
【請求項２】
　前記ストリッピングに採用される前記窒素が、５０°Ｃ～１８０°Ｃの温度を有する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記有機溶媒が、非極性有機溶媒と極性有機溶媒との重量比８以下での混合物である、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　工程ｉｉ）での前記洗浄操作が、前記粗過酸化水素水溶液１ｍ３当たり３～１００Ｌの
前記有機溶媒の量で実施される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記粗過酸化水素水溶液が、自動酸化プロセスに従って得られる、請求項１～４のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記有機溶媒が、前記自動酸化プロセスにおいて使用される作動溶液の一部である、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　工程ｉｉ）で得られた前記精製過酸化水素水溶液が、前記洗浄操作後に、続いての精製
工程を施される、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記続いての精製工程が、蒸留である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　自動酸化プロセスによって過酸化水素を生成するプラントであって、このプラントが、
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ａ）溶解したアルキルアントラキノン類を含有する有機作動溶液を水素化するユニットと
、
ｂ）前記水素化ユニットで生成したヒドロキノン類を酸化するユニットと、
ｃ）前記有機作動溶液から前記過酸化水素を抽出するユニットであって、それにより粗過
酸化水素水溶液が得られるユニットと、
ｄ）前記抽出ユニットｃ）から得た前記粗過酸化水素水溶液を有機溶媒で洗浄するユニッ
トと、
ｅ）溶媒精製用のユニットであり、前記ユニットが、窒素ストリッピング塔を備えるユニ
ットと
を備えるプラント。
【請求項１０】
　前記ストリッピング塔が、向流式で作動する、請求項９に記載のプラント。
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